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本書は、（社）情報通信技術委員会が著作権を保有しています。 

内容の一部又は全部を（社）情報通信技術委員会の許諾を得ることなく複製、転載、改変、

転用及びネットワーク上での送信、配布を行うことを禁止します。 



－ i － ＪＴ－Ｔ４３２

ＪＴ－Ｔ４３２

ドキュメント転送と操作（ＤＴＡＭ）－サービスとプロトコル－サービス定義

＜参考＞

１. 国際勧告等との関係

　本標準は、ドキュメント転送と操作（ＤＴＡＭ）のサービス定義について記述しており、１９９５年３

月に開催されたＩＴＵ－Ｔ　ＳＧ８会合の決議Ｎｏ．１手続きに基づくＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．４３２に準拠

したものである。

２. 上記国際勧告等に対する追加項目等

２．１　オプション選択項目

な　し

２．２　ナショナルマター決定項目

な　し

２．３　先行している項目

な　し

２．４　追加した項目

な　し

２．５　削除した項目

な　し

２．６　国際勧告に対する修正内容

本標準を審議するにあたり基本とした国際勧告において、その内容より判断して明らかに誤りと思われ

る下記の項目に関して、修正を行った。

本標準の箇所 国際勧告の表記 修正後（本標準で）の表記

表 9-2/JT-T432 透過モードテレマティック要求 透過モードテレマティック要求

表 9-5/JT-T432 パラメータ能力 パラメータ



ＪＴ－Ｔ４３２ － ii － 

２．７ 原勧告との章立て構成比較表 

 上記国際勧告との章立て構成の相違を下表に示す。 

 

ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｔ４３２ ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．４３２ 

                      序論  

                      ９．０     ＤＴＡＭ  サービス 

 

２．８ その他 

 な し 

 

３. 改版の履歴 

 
版 数 制  定  日 改 版 内 容 

第１版 平成  ３年  ４月２６日     制        定 

第２版 

 

平成  ６年１１月２４日 

 

ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．４３２の改定に伴う規定の追加、削

除、及び表現の適正化 

第３版 

 

平成  ７年１１月２８日 

 

ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．４３３の改定に伴うカラーモード及

び、ファイル転送に関する記述の追加のための改版 

 

 

４.工業所有権 
本標準に関わる「工業所有権の実施の権利に係る確認書」の提出状況は、ＴＴＣホームページでご覧に

なれます。 

 

５. その他 
  (1)  参照している勧告、標準等 

    ＩＴＵ－Ｔ勧告：Ｔ．６２ bis 、Ｔ．７３(1984)、Ｔ．４１２、Ｔ．４１４、Ｔ．４１５、 

            Ｔ．４４１、Ｔ．５４１、Ｘ．２１０、Ｘ．２１５、Ｘ．２１６、 

            Ｘ．２１７、Ｘ．２１８、Ｘ．２２５、Ｘ．２２６、Ｘ．２２７、 

            Ｘ．２２８ 

    ＴＴＣ標準  ：ＪＴ－Ｔ４３１、ＪＴ－Ｔ４３３、ＪＴ－Ｔ４３４、ＪＴ－Ｔ５６３ 

    ＩＳＯ標準  ：ＩＳＯ／ＩＥＣ ９７３５ 
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１．本標準の規定範囲と適用領域

　本標準は、分散したテレマティックシステム環境におけるアプリケーションをサポートするための、ア

プリケーションサービス要素、すなわちドキュメント転送及び操作サービス要素（ＤＴＡＭ）によって提

供されるサービスを定義する。本標準は、とりわけ多くのアプリケーションによって使用される、一群の

アプリケーションサービス要素のサービスを定義している一連のＴＴＣ標準の１つである。

　本標準は、ＯＳＩアプリケーションレイヤにおけるドキュメント転送及び操作（ＤＴＡＭ）サービスを

以下の点に関して抽象的に定義する。

　（１）サービスにおけるプリミティブの動作及びイベント

　（２）各プリミティブの動作及びイベントに関連するパラメータデータ

　（３）これらの動作とイベントの間の関係及び有効なシーケンス

　ＤＴＡＭサービスは、高信頼性転送サービス要素（ＲＴＳＥ）サービス（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｘ．２１８）、

アソシエーションサービス要素（ＡＣＳＥ）サービス（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｘ．２１７）及びプレゼンテーシ

ョンサービス（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｘ．２１６）と連結して提供される。透過モードでのＤＴＡＭサービスは、

ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．６２ｂｉｓの規則に基づくセッションサービス（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｘ．２１５）と連結

して提供される。

　本標準は、個々のインプリメンテーションや製品を特定しておらず、またテレマティックシステムにお

けるエンティティやインタフェースのインプリメンテーションも含んでいない。

２．参照勧告等

　参照勧告、標準はＴＴＣ標準ＪＴ－Ｔ４３１に記載されている。

３．定義と略語

　用語と略語はＴＴＣ標準ＪＴ－Ｔ４３１において定義される。

４．規　約

　本標準は、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｘ．２１０で定義される記述上の規約に従い、ＤＴＡＭのためのサービスを

定義する。９章の各ＤＴＡＭサービスの定義には、プリミティブのパラメータ一覧表が含まれている。あ

るプリミティブに対し、各々のパラメータが存在するかどうかは、以下のどれか１つの値により表わされ

る。

　　空白 適用しない

　　Ｍ 必須

　　Ｕ ユーザオプション

　　Ｃ 以前のプリミティブの他のパラメータのネゴシエーションが成功したという条件において存

在する。

　　Ｄ ＤＴＡＭ－ＳＥサービス提供者のオプション

　　Ｒ ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｘ．２１８で定義される条件に従って存在する。

　　Ａ ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｘ．２１７で定義される条件に従って存在する。

　　Ｐ ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｘ．２１６で定義される条件に従って存在する。

　さらに、記号（＝）は、パラメータ値が表中の左の値に等しいことを意味する。
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５．ＤＴＡＭサービスのモデル

　本標準は、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｘ．２１０（注 1 参照）のＯＳＩサービス規約において定義されるサービス

の抽象モデルを用いる。このモデルは、２つのＤＴＡＭサービスユーザとＤＴＡＭサービス提供者との間

の、アプリケーションエンティティ間で行われる相互作用を定義する。情報は、ＤＴＡＭサービスユーザ

とＤＴＡＭサービス提供者との間を、パラメータを運ぶことのできるＤＴＡＭサービスプリミティブによ

って伝達される。

　ＤＴＡＭサービスユーザの一方はイニシエータとして、また他方はレスポンダとして定義される。

　ＤＴＡＭサービスのモデルは図５－１／ＪＴ－Ｔ４３２に示される。
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　ＤＴＡＭサービスは、イニシエータとレスポンダの間の１つのアクティビティを定義する（注 2 参照）。

(注 1)ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｘ．２１０はＯＳＩ参照モデルの１つのレイヤによって提供されるサービスのモデ

ルを定義する。

(注 2)いかなる時点においても、アプリケーションエンティティは、ＤＴＡＭサービスアクティビティの

複数のインスタンスに包含されるだろう。ただし、各インスタンスは別のアプリケーションアソシ

エーションに基づく。

　ＤＴＡＭは２つの動作モードにより提供される。

　（１）透過モード 透過モードは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．７３に基づく古いインプリメンテーショ

ンとのインタワーキングを許すためにのみ提供される。このモードは、ＤＴ

ＡＭサービスの使用において、ある制限を伴う。

　（２）ノーマルモード ノーマルモードは、ＯＳＩサービス定義とプロトコル仕様に基づくＤＴＡＭ

サービスを全て使用可能とするために提供される。

　（注）あるケースでは、２つの動作モードはＤＴＡＭサービスの使用方法についても異なることを考慮

すべきである。Ｄ－ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹサービスの使用が、その重要な例である（６．２節

参照）。

６．ＤＴＡＭサービス

　この章は、ＤＴＡＭサービスの概要を説明する。サービス及びサービスをインボークするプリミティブ

については９章で定義される。各サービスにおける、サービスのユーザ（プリミティブのシーケンスを開

始するアプリケーションエンティティ）を記述する。

６．１　ＤＴＡＭアソシエーション使用制御

　ＤＴＡＭアソシエーション使用制御に関連して３つのサービスがある。

　（１）ＤＴＡＭ設定サービスは、２つのＤＴＡＭサービスユーザを連結するアプリケーションアソシエ

ーションとしてＤＴＡＭアソシエーションを生成するため、イニシエータによって使用される。

　（２）ＤＴＡＭ終了サービスは、ＤＴＡＭサービスユーザとＤＴＡＭサービス提供者間のＤＴＡＭアソ

シエーションを解放するために、データトークンを所有しているイニシエータまたはレスポンダの

どちらかによって使用される。

　（注）ＤＴＡＭ終了サービスは、ＡＣＳＥによって提供されるＡ－ＲＥＬＥＡＳＥサービス、またはＲ

ＴＳＥサービスによって提供されるＲＴ－ＣＬＯＳＥサービスに対応するとは限らない。

　（３）ＤＴＡＭ強制終了サービスは、無条件にＤＴＡＭアソシエーションを解放するため、サービスユ

ーザあるいはサービス提供者のどちらかによって使用される。

６．２　ＤＴＡＭネゴシエーション能力

　ＤＴＡＭネゴシエーション能力は、アソシエーションでのアプリケーションと通信特性の指示およびイ
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ンボケーションのためのＤ－ＩＮＩＴＩＡＴＥサービスとＤ－ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹサービスにより表さ

れる。

　特性の初期設定は、Ｄ－ＩＮＩＴＩＡＴＥサービスを使用して指示されなければならない。また、これ

らはＤ－ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹサービスの使用により部分的に修正またはインボークすることが可能であ

る。これらの特性は、引き続くＤ－ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹサービスのインボケーションに影響を与える。

Ｄ－ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹサービスは、上記の特性を指示またはインボークするために、データトークン

を所有していることを条件として、イニシエータまたはレスポンダのどちらかによって使用される。

　Ｄ－ＩＮＩＴＩＡＴＥサービスとＤ－ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹサービスの使い方の概念は、ＤＴＡＭバル

ク転送のために定義される２つのモード間で異なるという事実に対して注意する必要がある。

　（１）ＤＴＡＭ透過モードでは、Ｄ－ＩＮＩＴＩＡＴＥサービスで１つのアプリケーション能力セット

が指示されなければならない。これはアソシエーションで修正される。Ｄ－ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹ

サービスのパラメータはＳ－ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹ－ＤＡＴＡサービスのパラメータにマッピング

される。Ｓ－ＡＣＴＩＶＩＴＹ－ＳＴＡＲＴサービス要素の使用により、それに続くドキュメント

で使用される特定な特性のインボケーションが行われる。Ｓ－ＡＣＴＩＶＩＴＹ－ＳＴＡＲＴ要求

のサービスパラメータは、ＤＴＡＭ透過モードで受信側に直接転送されないドキュメントプロファ

イルから読み出される。受信側では、Ｓ－ＡＣＴＩＶＩＴＹ－ＳＴＡＲＴ指示のサービスパラメー

タからドキュメントプロファイルを生成する。

　（２）ＤＴＡＭノーマルモードでは、Ｄ－ＩＮＩＴＩＡＴＥサービスでいくつかの種類のアプリケーシ

ョン能力セット（少なくとも１つは存在しなくてはならない）が指示される。これらのパラメータ

はアソシエーションで修正することはできない。

　１つの特定なアプリケーション能力セットは、引き続き転送されるドキュメントの特定の特性を指示す

るためにＤ－ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹサービスを使用することによりインボークされる。

６．３　ドキュメントバルク転送

　ＤＴＡＭは、ＤＴＡＭアソシエーション使用とＤＴＡＭ能力の機能によって定義される通信環境の下で、

一方のＤＴＡＭユーザから他方にドキュメントをバルク転送するための機能を提供する。

６．４　非確認型ドキュメント操作

　ＤＴＡＭは、既存のドキュメントの構造（ページ、ブロック等）の作成、変更、削除を行うことによっ

て両方のユーザから参照できるドキュメントを部分的に修正したり、あるいは構造の作成によって新しい

ドキュメントを生成したりすることを、操作確認無しで行う機能を提供する。

　ドキュメント操作に関連して５つのサービスがある。

　（１）非確認生成操作サービスは、既存のドキュメントにＯＤＡ及びオペレーショナル構造の構成要素

を付加、あるいは生成のため両側のユーザにより使用される。

　（２）非確認削除操作サービスは、既存のドキュメントのＯＤＡ及びオペレーショナル構造の構成要素

の削除のため両側のユーザにより使用される。

　（３）非確認修正操作サービスは、既存のドキュメントのＯＤＡ及びオペレーショナル構造の構成要素

の属性を修正するため両側のユーザにより使用される。
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　（４）非確認呼び出し操作サービスは、ＤＴＡＭプロトコルデータユニットのシーケンスを含むオペレ

ーショナル構造の１つのオブジェクトに対する呼び出しや読み出しを要求するため、両側のユーザ

により使用される。これらのプロトコルデータユニットは、既存のドキュメントに適用される。

　（５）非確認再構築操作サービスは、継続検討とする。

６．５　確認型ドキュメント操作（継続検討）

　ＤＴＡＭは、既存のドキュメントの作成、変更、削除を行うことによって両方のユーザから参照できる

ドキュメントを部分的に修正したり、あるいは構造の作成によって新しいドキュメントを生成したりする

ことを、操作確認を伴って行う機能を提供する。

６．６　タイプトデータ伝送

　ＤＴＡＭは、データトークン制御とは独立して、タイプトデータ伝送の機能をオプショナルに提供する。

６．７　トークン制御

　ＤＴＡＭでドキュメントの転送と操作を行う権利は、以下の方法で制御される。

　（１）ドキュメント転送制御はドキュメントバルク転送と関連する。

　（２）データトークンはドキュメント操作と関連する。

　トークン制御は、ドキュメント転送とデータトークンの制御を交換するサービスを提供する。

６．８　例外報告

　ＤＴＡＭは、ＤＴＡＭ通信中の例外的なエラーの制御のため、２つの例外報告機能をオプショナルに提

供する。

　（１）提供者例外報告（継続検討）

　（２）ユーザ例外報告（継続検討）

６．９　ドキュメント選択制御（継続検討）

　ドキュメント選択制御に関連して４つのサービスがある。

　（１）ドキュメント選択サービスは、既存のドキュメントを選択し、その特定されたドキュメントをＤ

ＴＡＭアプリケーションアソシエーションに結び付けるためイニシエータによって使用される。

　（２）ドキュメント選択解除サービスは、ＤＴＡＭアプリケーションアソシエーションと、特定された

ドキュメントとの結び付きを解除するためイニシエータによって使用される。

　（３）ドキュメント生成サービスは、特定のドキュメントを生成し、その新しく生成されたドキュメン

トを選択するためイニシエータによって使用される。

　（４）ドキュメント削除サービスは、前もって選択されたドキュメントを削除し、選択を解除するため

イニシエータによって使用される。

６．１０　ドキュメント管理（継続検討）

　ドキュメント管理に関連して２つのサービスがある。
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　（１）属性読み出しサービスは、選択されているドキュメントの属性を問い合わせるためイニシエータ

によって使用される。

　（２）属性変更サービスは、選択されているドキュメントの属性を修正するためイニシエータによって

使用される。

６．１１　ドキュメントオープン制御（継続検討）

　ドキュメントのオープン制御に関連して２つのサービスがある。

　（１）ドキュメントオープンサービスは、データ転送のためプレゼンテーションコンテキスト及びコン

カレンシー・コミットメント制御 ( concurrency and commitment controls )を設定するためイニシエー

タによって使用される。

　（２）ドキュメントクローズサービスは、ドキュメントオープンサービスによって設定されたコンテキ

ストを解放するためイニシエータによって使用される。

６．１２　グルーピング制御（継続検討）

　グルーピング制御に関連して、２つのサービスがある。

　（１）グルーピング開始サービスは、グループとして処理され、応答されるべき一連のグループ化され

たプリミティブの開始を表わすためイニシエータによって使用される。

　（２）グルーピング終了サービスは、グループとして処理され、応答されるべき一連のグループ化され

たプリミティブの終了を表わすためイニシエータによって使用される。

７．機能単位

　ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｔ４３１のＤＴＡＭサービス・クラス及び機能単位は、本標準の中で定義された関連

するサービスの論理グルーピングであり、以下の目的を有する。

　（１）ＤＴＡＭアプリケーション・アソシエーション設定をする間のＤＴＡＭサービスユーザ要求のネ

ゴシエーション

　（２）他のＩＴＵ－Ｔ勧告による参照

７．１　アソシエーション使用制御機能単位

　ＤＴＡＭはアソシエーションの設定及び使用に対するトリガーを提供する。

　アソシエーション使用制御単位は、双方のアプリケーション・エンティティ（ＡＥ）の唯一の識別、機

能単位の選択、初期のＤＴＡＭ能力設定のセット及びアプリケーション使用の終了のための基本ＤＴＡＭ

サービスをサポートする。

７．２　能力機能単位

　ＤＴＡＭコンテキストは、アソシエーション上のデータ転送のために使用されるドキュメントアーキテ

クチャ（ＯＤＡとオペレーショナル構造）に依存した通信環境である。アソシエーション使用開始時のＤ

ＴＡＭコンテキスト初期設定に加えて、オプショナルなアプリケーション能力のように更に詳細な通信環

境を設定するためにコンテキスト管理単位がオプショナルに使用される。
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７．３　データ伝送機能単位

　ＤＴＡＭは、バルクドキュメント転送、ドキュメント操作及びタイプトデータ伝送のようなドキュメン

ト伝送手段を提供する。

　データ伝送単位は次の４つの単位から構成される。

７．３．１　ドキュメントバルク転送機能単位

　ＤＴＡＭは、アソシエーション使用及び／または能力制御の初期に定義された通信環境の下で他のＤＴ

ＡＭユーザにバルクでドキュメントを伝送する機能を持つ。

　ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．４１５及びＴ．４４１の中で定義されたドキュメント交換フォーマットにより表現

されたドキュメントがバルクドキュメント転送単位を使って伝送される。

　その他のタイプのデータはＤＴＡＭバルク転送のために定義される転送オプションを使用して転送され

る。

　（注）ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．４４１（オペレーショナル構造の交換フォーマット）の詳細な定義はオペレ

ーショナル構造の現在進められている作業による。

７．３．２　非確認型ドキュメント操作機能単位

　ＤＴＡＭは、存在するドキュメントの構造を生成、変更または削除することによりドキュメントを一部

修正する機能、または新しいドキュメントを生成する機能を提供する。

　ＤＴＡＭユーザは、存在するドキュメントの構造を操作するため、または新しいドキュメントを生成す

るためにドキュメント操作機能単位を使用する。

７．３．３　確認型ドキュメント操作機能単位

　本機能単位の利用については、継続検討とする。

７．３．４　タイプトデータ伝送機能単位

　ＤＴＡＭは、これらの単位をタイプトデータとして直接ＤＴＡＭユーザに渡す機能を有する。

　ユーザ情報（例えば転送割り込み）は、トークン制御に関係なくタイプトデータ伝送単位により転送す

ることができる。

７．４　例外報告機能単位

　ＤＴＡＭは、ＤＴＡＭユーザまたはＤＴＡＭサービス提供者に現れる例外状態に対して例外報告サービ

スを提供する。

７．５　セッション機能単位

　ＤＴＡＭは、セッションレイヤにより提供される対話制御機能を管理し、ＤＴＡＭ通信環境に対して次

の機能単位が利用される。

７．５．１　トークン制御機能単位

　ドキュメント転送及びドキュメント操作に関する伝送権利は、トークン制御単位で制御される。

　本機能単位は、半二重通信モードの場合に選択される。

　ドキュメント操作機能単位に対しては、“データトークン”のみが要求される。

　しかし、ドキュメント操作利用の状態は次のように扱われる。

　（１）ドキュメント操作に付加して、ドキュメントバルク転送機能単位が選択される場合、Ｄ－ＣＯＮ
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ＴＲＯＬ－ＧＩＶＥサービスが使用される。

　（２）操作機能単位のみが選択される場合、Ｄ－ＴＯＫＥＮ－ＧＩＶＥサービスが使用される。

７．６　他の機能単位

　ＤＴＡＭは、ドキュメント選択制御、ドキュメント管理、オープン制御及びグルーピング制御を提供す

る。

　これらのＤＴＡＭ機能については、継続検討とする。

８．サービス概要

　本標準は、ドキュメント転送及びドキュメント操作の機能の管理に対して次のサービスを定義する。

　 (1) 　Ｄ－ＩＮＩＴＩＡＴＥ

　 (2) 　Ｄ－ＴＥＲＭＩＮＡＴＥ

　 (3) 　Ｄ－Ｐ－ＡＢＯＲＴ

　 (4) 　Ｄ－Ｕ－ＡＢＯＲＴ

　 (5) 　Ｄ－ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹ

　 (6) 　Ｄ－ＴＲＡＮＳＦＥＲ

　 (7) 　Ｄ－ＴＹＰＥＤ－ＤＡＴＡ

　 (8) 　Ｄ－ＣＲＥＡＴＥ

　 (9) 　Ｄ－ＤＥＬＥＴＥ

　 (10)　Ｄ－ＭＯＤＩＦＹ

　 (11)　Ｄ－ＣＡＬＬ

　 (12)　Ｄ－ＲＥＢＵＩＬＤ

　 (13)　Ｄ－ＴＯＫＥＮ－ＧＩＶＥ

　 (14)　Ｄ－ＣＯＮＴＲＯＬ－ＧＩＶＥ

　 (15)　Ｄ－ＴＯＫＥＮ－ＰＬＥＡＳＥ

　 (16)　Ｄ－Ｕ－ＥＸＣＥＰＴＩＯＮ－ＲＥＰＯＲＴ

　 (17)　Ｄ－Ｐ－ＥＸＣＥＰＴＩＯＮ－ＲＥＰＯＲＴ

８．１　Ｄ－ＩＮＩＴＩＡＴＥサービス

　Ｄ－ＩＮＩＴＩＡＴＥサービスは、ＤＴＡＭサービスユーザが他のＡＥとのＤＴＡＭアプリケーショ

ン・アソシエーションの設定を要求することを可能とする。

８．２　Ｄ－ＴＥＲＭＩＮＡＴＥサービス

　Ｄ－ＴＥＲＭＩＮＡＴＥサービスは、アソシエーションを起動した側または応答側のＤＴＡＭユーザが

設定されたアプリケーション・アソシエーションの終了を要求することを可能とする。

　これは、そのＤＴＡＭユーザがデータトークンを持っている場合に限る。

８．３　Ｄ－Ｐ－ＡＢＯＲＴサービス

　Ｄ－Ｐ－ＡＢＯＲＴサービスは、ＤＴＡＭサービス提供者がアプリケーション・アソシエーションを強

制終了することを可能とする。

８．４　Ｄ－Ｕ－ＡＢＯＲＴサービス

　Ｄ－Ｕ－ＡＢＯＲＴサービスは、ＤＴＡＭサービスユーザがアプリケーション・アソシエーションを強

制終了することを可能とする。
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８．５　Ｄ－ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹサービス

　Ｄ－ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹサービスは、ＤＴＡＭサービスユーザがアソシエーションのある間にアプリ

ケーション特性及び通信特性を呼び出したり、またはネゴシエーションすることを可能とする。

８．６　Ｄ－ＴＲＡＮＳＦＥＲサービス

　Ｄ－ＴＲＡＮＳＦＥＲサービスは、データ・トークンを有するＤＴＡＭサービスユーザがアプリケーシ

ョン・アソシエーション上でバルク転送を要求することを可能とする。

８．７　Ｄ－ＴＹＰＥＤ－ＤＡＴＡサービス

　Ｄ－ＴＹＰＥＤ－ＤＡＴＡサービスは、ＤＴＡＭサービスユーザがトークン制御の影響を受けないデー

タ伝送を要求することを可能とする。このサービスは、ドキュメント転送サービスと異なる。

８．８　Ｄ－ＣＲＥＡＴＥ，　Ｄ－ＤＥＬＥＴＥ及びＤ－ＭＯＤＩＦＹサービス

　Ｄ－ＣＲＥＡＴＥ、Ｄ－ＤＥＬＥＴＥ、Ｄ－ＭＯＤＩＦＹの各サービスは、データ・トークンを有する

ＤＴＡＭサービスユーザがドキュメントのアキテクチャ・オブジェクト及びコンテント・ポーションの生

成、削除及び修正を要求することを可能とする。

８．９　Ｄ－ＣＡＬＬサービス

　Ｄ－ＣＡＬＬサービスは、データ・トークンを有するＤＴＡＭサービスユーザが一連のＤＴＡＭプロト

コル・データ単位を含むオペレーショナル構造のオブジェクトを呼び出しまたは読み出しを要求すること

を可能とする（この一連のデータ単位にはＤ－ＣＲＥＡＴＥ、Ｄ－ＤＥＬＥＴＥ、Ｄ－ＭＯＤＩＦＹのみ

が現れる）。これらのプロトコル・データ単位は存在するドキュメントに適用可能である。

８．１０　Ｄ－ＲＥＢＵＩＬＤサービス

　Ｄ－ＲＥＢＵＩＬＤサービスについては、継続検討とする。

８．１１　Ｄ－ＴＯＫＥＮ－ＧＩＶＥサービス

　Ｄ－ＴＯＫＥＮ－ＧＩＶＥサービスは、ＤＴＡＭサービスユーザがデータ・トークンを相手に渡すこと

を可能とする。これは、データ・トークンを有する場合にのみ可能である。

８．１２　Ｄ－ＣＯＮＴＲＯＬ－ＧＩＶＥサービス

　Ｄ－ＣＯＮＴＲＯＬ－ＧＩＶＥサービスは、ＤＴＡＭサービスユーザが全てのトークン（制御）を相手

に渡すことを可能とする。これは全てのトークンを有する場合のみ可能である。

８．１３　Ｄ－ＴＯＫＥＮ－ＰＬＥＡＳＥサービス

　Ｄ－ＴＯＫＥＮ－ＰＬＥＡＳＥサービスは、ＤＴＡＭサービスユーザがデータ・トークンを要求するこ

とを可能とする。これは、データ・トークンを持っていない場合のみ可能である。

データ・トークンは、ＤＴＡＭサービスユーザがドキュメントの転送を可能とするために、どちらのＤ

ＴＡＭサービスユーザからでも要求される。

８．１４　Ｄ－Ｕ－ＥＸＣＥＰＴＩＯＮ－ＲＥＰＯＲＴサービス

　Ｄ－Ｕ－ＥＸＣＥＰＴＩＯＮ－ＲＥＰＯＲＴサービスは、いずれかのＤＴＡＭサービスユーザに発生す

る例外状態に対して例外報告を提供する。このサービスについては、継続検討とする。
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８．１５　Ｄ－Ｐ－ＥＸＣＥＰＴＩＯＮ－ＲＥＰＯＲＴサービス

　Ｄ－Ｐ－ＥＸＣＥＰＴＩＯＮ－ＲＥＰＯＲＴサービスは、ＤＴＡＭサービス提供者に発生する例外状態

に対して例外報告を提供する。このサービスについては、継続検討とする。

９. サービス定義

　ＤＴＡＭサービスは、ＤＴＡＭユーザとＤＴＡＭ提供者間のデータ処理のための論理的インタフェース

である。表９－１／ＪＴ－Ｔ４３２に、ＤＴＡＭサービスの一覧表を示す。

表９－１／ＪＴ－Ｔ４３２　ＤＴＡＭサ－ビス概要

　　　　　　　　　　　　　　（ITU-T T.432)

サ－ビス タイプ

    Ｄ－ＩＮＩＴＩＡＴＥ

    Ｄ－ＴＥＲＭＩＮＡＴＥ

    Ｄ－Ｐ－ＡＢＯＲＴ

    Ｄ－Ｕ－ＡＢＯＲＴ

    Ｄ－ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹ

    Ｄ－ＴＲＡＮＳＦＥＲ

    Ｄ－ＴＹＰＥＤ－ＤＡＴＡ

    Ｄ－ＣＲＥＡＴＥ

    Ｄ－ＤＥＬＥＴＥ

    Ｄ－ＭＯＤＩＦＹ

    Ｄ－ＣＡＬＬ

    Ｄ－ＲＥＢＵＩＬＤ  （注）

    Ｄ－ＴＯＫＥＮ－ＧＩＶＥ

    Ｄ－ＣＯＮＴＲＯＬ－ＧＩＶＥ

    Ｄ－ＴＯＫＥＮ－ＰＬＥＡＳＥ

Ｄ－Ｐ－ＥＸＣＥＰＴＩＯＮ－ＲＥＰＯＲＴ  （注）

Ｄ－Ｕ－ＥＸＣＥＰＴＩＯＮ－ＲＥＰＯＲＴ  （注）

            確認型

            確認型

        提供者起動型

          非確認型

            確認型

        提供者確認型

          非確認型

          非確認型

          非確認型

          非確認型

          非確認型

          非確認型

          非確認型

          非確認型

          非確認型

        提供者起動型

          非確認型

（注）Ｄ－ＲＥＢＵＩＬＤ，Ｄ－Ｐ－ＥＸＣＥＰＴＩＯＮ－ＲＥＰＯＲＴ及びＤ－Ｕ－ＥＸＥＣＥＰＴＩ

ＯＮ－ＲＥＰＯＲＴサ－ビスは、継続検討とする。

９．１　Ｄ－ＩＮＩＴＩＡＴＥサービス

　ＤＴＡＭユーザは、アソシエーション使用の開始を、Ｄ－ＩＮＩＴＩＡＴＥサービスプリミティブでＤ

ＴＡＭサービス提供者に通知する。本サービスプリミティブは、以下に示すパラメータを含む。

　（１）双方のＡＥに固有な識別

　（２）使用するＤＴＡＭサ－ビスの機能単位の選択

　（３）双方のシステムにおける共通な通信環境の確立

　関連するサ－ビス構造は、図９－１／ＪＴ－Ｔ４３２に示す、４種類のイベントからなる。
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　　　　　　ＤＴＡＭユーザ　　　　　　　　ＤＴＡＭ提供者　　　　　　　ＤＴＡＭユーザ

   Ｄ－ＩＮＩＴＩＡＴＥ要求

                                                               　Ｄ－ＩＮＩＴＩＡＴＥ指示

                                                               　Ｄ－ＩＮＩＴＩＡＴＥ応答

   Ｄ－ＩＮＩＴＩＡＴＥ確認

図９－１／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－ＩＮＩＴＩＡＴＥサービスイベント

　　　　　　　　　　（ITU-T T.432)

９．１．１　Ｄ－ＩＮＩＴＩＡＴＥサービスパラメータ

　表９－２／ＪＴ－Ｔ４３２にＤ－ＩＮＩＴＩＡＴＥサービスパラメータ一覧を示す。
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表９－２／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－ＩＮＩＴＩＡＴＥサービスパラメータ

　　　　　　　　　　（ITU-T Ｔ.4３２）　　　（注１）

パラメ－タ

D-

INITIATE

要求

D-

INITIATE

指示

D-

INITIATE

応答

D-

INITIATE

確認

  透過モード

  テレマティック要求

  アプリケーション能力

・ＤＴＡＭ－ＱＯＳ  （注２）

・アカウント

  サービスクラス  （注２）

  結果

・ユーザ情報

・アプリケーションコンテキスト名

・発呼ＡＰタイトル

・発呼ＡＰインボケーション識別子

・発呼ＡＥクオリファイア (Qualifier)

・発呼ＡＥインボケーション識別子

・被呼ＡＰタイトル

・被呼ＡＰインボケーション識別子

・被呼ＡＥクオリファイア (Qualifier)

・被呼ＡＥインボケーション識別子

・応答ＡＰタイトル

・応答ＡＰインボケーション識別子

・応答ＡＥクオリファイア (Qualifier)

・応答ＡＥインボケーション識別子

・発呼プレゼンテーションアドレス

・被呼プレゼンテーションアドレス

・応答プレゼンテーションアドレス

・プレゼンテーションコンテキスト

                          定義リスト

・プレゼンテーションコンテキスト

                      定義結果リスト

・プレゼンテーション要求

・トークンの初期割り付け

・サービス品質  （注３）

・結果ソース

  Ｕ

  Ｍ

  Ｍ

  Ｕ

  Ｕ

  Ｕ

  Ａ

  Ａ

  Ａ

  Ａ

  Ａ

  Ａ

  Ａ

  Ａ

  Ａ

  Ｐ

  Ｐ

  Ｐ

  Ｐ

Ｐ又はＲ

  Ｐ

  Ｍ(=)

  Ｍ(=)

  Ｃ(=)

  Ｃ(=)

  Ｃ(=)

  Ａ(=)

  Ａ(=)

  Ａ(=)

  Ａ(=)

  Ａ(=)

  Ａ(=)

  Ａ(=)

  Ａ(=)

  Ａ(=)

  Ｐ(=)

  Ｐ(=)

  Ｐ(=)

  Ｐ(=)

P(=)

又は R(=)

  Ｐ(=)

  Ｃ*

  Ｃ*

  Ｕ

  Ｕ

  Ｍ

  Ｕ

  Ａ

  Ａ

  Ａ

  Ａ

  Ａ

  Ｐ

  Ｐ

  Ｐ

Ｐ又はＲ

  Ｐ

  Ｃ(=)

  Ｃ(=)

  Ｃ(=)

  Ｃ(=)

  Ｍ(=)

  Ｃ(=)

  Ａ(=)

  Ａ(=)

  Ａ(=)

  Ａ(=)

  Ａ(=)

  Ｐ(=)

  Ｐ(=)

  Ｐ(=)

P(=)

又は R(=)

  Ｐ(=)

  Ａ

＊：このパラメータは，応答側が要求に対する“受諾”結果パラメータを返す場合には必須である。

・：このパラメータは、透過モードでは適用されない。

（注１）表中で用いられる文字の意味は、４節で与えられる。

（注２）このパラメータの使用は、継続検討とする。

（注３）ＲＴＳＥが使用されると、このパラメータは存在せずＲＴＳＥで処理される。
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９.1.1.1　透過（Transparent ）モード

　この非必須パラメータは、ＤＴＡＭプロトコルを下位レイヤとどのようにマッピングさせるのかを、ロ

ーカルＤＴＡＭ－ＰＭに指示するために用いる。このパラメータが在る場合は、セッションサービスへマ

ッピングされる。このパラメータが無い場合は、ＤＴＡＭノーマルモードを指示する。

９.1.1.2　テレマティック要求条件

　本標準では、ＤＴＡＭに関して以下の機能単位が定義される。

　（１）カーネル　（アソシエーション使用制御）

　（２）能力

　（３）ドキュメントバルク転送

　（４）タイプトデータ伝送

　（５）ドキュメント非確認操作

　（６）ドキュメント確認操作

　（７）トークン制御

　（８）例外報告

　テレマティック要求条件により、アソシエーション中に用いられるＤＴＡＭ機能単位が指定される。こ

の場合、各ＤＴＡＭユーザは、各々必要に応じてカーネル機能単位を除く各機能単位の使用又は未使用を

提案する。イニシエータとレスポンダとの両方で同一機能単位が提案された場合にのみ、該機能単位が選

択される。

９.1.1.3　アプリケーション能力

　要求されたアプリケーション能力パラメータは、転送の方向のそれぞれに対し、要求側の受信アプリケ

ーション能力を示す。各ＤＴＡＭユーザは、Ｄ－ＩＮＩＴＩＡＴＥサ－ビスにより相手のＤＴＡＭユーザ

と受信アプリケーション能力の交換をする。このパラメータ値はその後の終了の理由になる場合もある。

サービスの継続進行が保証されるのは、ＤＴＡＭユーザが、相手のＤＴＡＭユーザ（ドキュメント受信

側）の要求受信能力以内でドキュメントの送信を行う場合に限られる。このパラメ－タ値は、受信側にな

った場合の最大受信能力として各ＤＴＡＭユーザが独自に決める。ネゴシエ－ションは無い。各ＤＴＡＭ

ユーザからのパラメータ値は保持し、送信側としてのＤＴＡＭユーザとなる場合に使用する。ドキュメン

ト転送の方向毎に、パラメータ値は必ずしも同一である必要はない。

　アプリケーション能力パラメータは、一つか、それ以上のサブパラメータセットからなる。各セットに

は一つのドキュメントアプリケーションプロファイルパラメータの他に、オプションとして後述する他の

４種類のパラメータの組み合わせを含んでもよい。他のタイプのデータ転送に関しては、そのファイル転

送能力が指示されるべきである。

９.1.1.3.1　ＯＤＡアプリケーション能力

９.1.1.3.1.1　ドキュメントアプリケーションプロファイル

　このパラメータにより、このパラメータの送信側が受信能力として適用できるドキュメントアプリケー

ションプロファイルを指定する。このパラメータ値は、ＴＴＣ、ＩＴＵ－Ｔ及び又はＩＳＯで定義される

ドキュメントアプリケーションプロファイルを扱う能力のひとつである。

（注）ＩＴＵ－Ｔでは、ドキュメントアプリケーションプロファイルはＴ．５００シリーズの勧告として

定義される。
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９.1.1.3.1.2　ドキュメントアーキテクチャクラス

　このパラメータにより、このパラメータの送信側が受信能力として適用できるドキュメントアーキテク

チャクラスを指定する。このパラメータ値は、

　　（１）フォーマット化　（formatted ）

である。

（注）このパラメータは、透過モードでのみ存在する。

９.1.1.3.1.3　非基本ドキュメント特性

　このパラメータにより、このパラメータの送信側が受信能力として適用できる非基本ドキュメント特性

を指定する。このパラメータで記述される属性及び値は、該当するドキュメントアプリケーションプロフ

ァイルで許されるものに制限される。このパラメータのフォーマットは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．４１４で記

述される通りである。

９.1.1.3.1.4　非基本構造特性

　このパラメータにより、このパラメータの送信側が受信能力として適用できる非基本構造特性を指定す

る。このパラメータで記述される属性及び値は、該当するドキュメントアプリケーションプロファイルで

許されるものに制限される。このパラメータのフォーマットは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．４１４で記述される

通りである。

９.1.1.3.1.5　オペレーショナルアプリケーションプロファイル

　オペレーショナルアプリケーションプロファイルの詳細仕様は、継続検討とする。

９.1.1.3.1.6　付加ドキュメント特性

　本パラメータは、本パラメータの送信側が受信能力として利用可能な付加ドキュメント特性を指定する。

ＤＴＡＭの透過モードにおいて、本パラメータは特にカラーを扱うためのＧ４ファクシミリ装置の能力を

表示するために使用される。

　本パラメータで指定されてもよい属性と値は、対応するドキュメントアプリケーションプロファイルで

許される属性と値に制限される。

　パラメータはノーマルモード、透過モードの両方で指定されてもよい。

９.1.1.3.2　ファイル転送能力

　本パラメータは本パラメータの送信側が受信能力として利用可能なファイル転送能力を指定する。本パ

ラメータはノーマルモード、透過モードの両方で表示される。

　本パラメータは次の値の一つを持ってもよい。

　－ＢＦＴ（バイナリファイル転送）能力

　　本パラメータはＴＴＣ標準ＪＴ－Ｔ４３４で指定する符号化されたファイルを受信する能力を示す。

　－透過データ能力

　　本パラメータは送信側が完全に透過的に伝送されるデータを受信する（受信側として動作する時）用

意がある事を示す。

　－ＤＴＭ（ドキュメント転送モード）能力

　　本パラメータはＴＴＣ標準ＪＴ－Ｔ５６３で定義されているＤＴＭ符号化規則で符号化されたＢＦＴ
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ファイル（ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｔ４３４で定義されている）を受信する能力を示す。

　－ＥＤＩＦＡＣＴ能力

　　本パラメータはＩＳＯ／ＩＥＣ　９７３５で定義されたＥＤＩＦＡＣＴ形式で符号化されたファイル

を受信する能力を示す。

９.1.1.3.2.1　ＢＦＴ（バイナリファイル転送）能力

　このパラメータは、ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｔ４３４の仕様に基づいて符号化されたファイルを受信する能力

を指定する。

９.1.1.3.2.2　透過データ能力

　このパラメータは、送信側が（受信側として動作する時に）完全に透過的に転送されるデータを受け入

れる用意があることを指定する。

９.1.1.3.3　私用能力

　本パラメータは私用の値のための能力を示す。ＤＴＡＭ－ＰＭは本パラメータの内容を考慮しない。本

パラメータは透過モードのみ指定される。

９.1.1.4　ＤＴＡＭ　ＱＯＳ

　ＤＴＡＭ　ＱＯＳは、継続検討とする。

９.1.1.5　アカウント

アカウントパラメータは、確立中のアプリケーションアソシエーションに請求される課金をどちらが負

うか示す。

（注）継続検討が必要である。

９.1.1.6　サービスクラス

　このパラメータの使用は、継続検討とする。

９.1.1.7　結　果

　ＤＩＮＱ　ＡＰＤＵを応答側ＤＴＡＭ－ＰＭが拒否した場合（すなわち、Ｄ－ＩＮＩＴＩＡＴＥ指示プ

リミティブがレスポンダに発行されない場合）、応答側ＤＴＡＭ－ＰＭでこのフィールドが埋められる。

さもなくば、このフィールドはＤ－ＩＮＩＴＩＡＴＥ応答プリミティブからの結果パラメ－タである。い

ずれの場合にも、Ｄ－ＩＮＩＴＩＡＴＥ確認プリミティブ上の結果パラメ－タとして現れる。このフィー

ルドは、次のシンボリック値のひとつを採る。

　（１）受諾

　（２）レスポンダからの拒否（特別な理由はない）

　（３）レスポンダからの拒否（実装していないプロトコルバージョン）

　（４）レスポンダからの拒否（ＤＴＡＭ　ＱＯＳの未実装）

　（５）レスポンダからの拒否（実装していないアプリケーションコンテキスト名）

　（６）応答側ＤＴＡＭ－ＰＭからの拒否
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９.1.1.8　ユーザ情報

　これは、アプリケ－ションアソシエ－ションの開始に関連したユーザ情報である。

９.1.1.9　アプリケーションコンテキスト名

　このパラメ－タは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｘ．２１７において定義されている。アプリケーションアソシエー

ションのイニシエータは、Ｄ－ＩＮＩＴＩＡＴＥ要求プリミティブにおいて、特有なアプリケーションの

ためのアプリケーションコンテキスト名のひとつを提案する。

レスポンダでは、

　（１）イニシエータが提案したアプリケーションコンテキストを受諾し、Ｄ－ＩＮＩＴＩＡＴＥ応答プ

リミティブにおいて、このパラメータの同一値を返す。

　（２）あるいは、Ｄ－ＩＮＩＴＩＡＴＥ応答プリミティブにおいて、“レスポンダからの拒否（実装し

ていないアプリケーションコンテキスト名）”という値で、結果パラメータを返し、そのＤ－ＩＮ

ＩＴＩＡＴＥ応答プリミティブにおいて異なったアプリケーションコンテキスト名を返す。

９.1.1.1０　プレゼンテーションコンテキスト定義リスト

　プレゼンテーションコンテキスト定義リストは、アプリケーションコンテキストに含まれる各抽象構文

のためのプレゼンテーションコンテキスト定義からなる。すなわち、少なくとも以下のものの１つを含む。

　（１）ＡＣＳＥ

　（２）ＤＴＡＭ

　ドキュメントバルク転送（ノーマルモード）の場合、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｘ．２１８に指定されるように、

ＲＴＳＥが用いられる。ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｘ．２１８によって課せられる制限の為に、ＲＴＳＥ　ＡＰＤＵ

s 及びＤＴＡＭ　ＡＰＤＵs の型は、ひとつの単一に名付けられた抽象構文を形成する。この単一に名付

けられた抽象構文もまたＤＴＡＭを利用するアプリケーションの型を含む。

　プレゼンテーションコンテキスト定義は、プレゼンテーションコンテキスト識別子とそれぞれの単一に

名付けられた抽象構文に対する抽象構文名よりなる。

９.1.1.1１　サービス品質

　ＲＴＳＥが使用されると、このパラメータは存在せずＲＴＳＥで処理される。

９.1.1.1２　他のパラメータ

　表９－２／ＪＴ－Ｔ４３２において、“Ｒ”で記したパラメータは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｘ．２１８に定義

してある。

　表９－２／ＪＴ－Ｔ４３２において、“Ａ”で記したパラメータは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｘ．２１７に定義

してある。

　表９－２／ＪＴ－Ｔ４３２において、“Ｐ”で記したパラメータは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｘ．２１６に定義

してある。

９.2　Ｄ－ＴＥＲＭＩＮＡＴＥサ－ビス

　Ｄ－ＴＥＲＭＩＮＡＴＥサ－ビスは、アプリケ－ションアソシエ－ションの終了を要求するためにアソ

シエ－ションイニシエータ、又はアソシエ－ションレスポンダのいずれかが使用する。このサ－ビスは、

確認型サ－ビスであり、データトークンを持っている場合に提供される。

アプリケ－ションアソシエ－ションの終了では、伝送における情報の欠落はない。アソシエ－ション応
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答側ＤＴＡＭユーザは、このサ－ビスを拒否できない。

　関連するサ－ビス構造は、図９－２／ＪＴ－Ｔ４３２に示す、４つのイベントからなる。

　　　　　　　ＤＴＡＭユーザ　　　　　ＤＴＡＭ提供者　　　　　ＤＴＡＭユーザ

   Ｄ－ＴＥＲＭＩＮＡＴＥ要求

                                                              Ｄ－ＴＥＲＭＩＮＡＴＥ指示

                                                            　Ｄ－ＴＥＲＭＩＮＡＴＥ応答

   Ｄ－ＴＥＲＭＩＮＡＴＥ確認

図９－２／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－ＴＥＲＭＩＮＡＴＥサ－ビスイベント

　　　　　　　　　（ITU-T　T.432)

９.2.1　Ｄ－ＴＥＲＭＩＮＡＴＥサービスパラメータ

表９－３／ＪＴ－Ｔ４３２に、Ｄ－ＴＥＲＭＩＮＡＴＥサービスパラメータの一覧を示す。これらのパ

ラメータは、ＯＳＩの下位レイヤサービスにおけるノーマルモードの使用にのみ存在する。透過モードの

場合には、このサービスプリミティブはパラメータをもたない。

表９－３／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－ＴＥＲＭＩＮＡＴＥサービスパラメータ

　　　　　　　　　（ITU-T　T.432)

パラメ－タ

   D-

TERMINATE

  要求

   D-

TERMINATE

  指示

   D-

TERMINATE

  応答

   D-

TERMINATE

  確認

・課金 (Charging)

・ユ－ザ情報     Ｕ   Ｃ(=)

    Ｃ

    Ｕ

    Ｃ

  Ｃ(=)

・：このパラメータは、透過モードには適用しない。

（注）表中で用いられる文字の意味は、４節で与えられる。

９.2.1.1　課　金

　課金パラメータは、ＤＴＡＭアプリケーションアソシエーションの解放による請求費用情報を運ぶ。こ

のパラメータの使用は、継続検討とする。

９.2.1.2　ユーザ情報

　これはアプリケーションアソシエーションの終了に関連したユーザ情報である。
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９.3　Ｄ－Ｐ－ＡＢＯＲＴサービス

　Ｄ－Ｐ－ＡＢＯＲＴサービスは、アプリケーション・アソシエーションを保持することができない旨を

双方のＤＴＡＭユーザに指示する。（例えば、再伝送が不可能な理由による）

　送信側の場合、ＤＴＡＭ提供者はまず未転送ドキュメント情報に対して否定のＤ－ＴＲＡＮＳＦＥＲ確

認プリミティブを出す。本サービスはドキュメント操作並びにバルク転送に対して適用される。

　バルク転送で受信側の場合、ＤＴＡＭ提供者はＤ－Ｐ－ＡＢＯＲＴ指示に先立って部分的に受信したド

キュメント情報を削除する。

　本サービスは提供者起動サービスである。

関連のサービス構造は、図９－３／ＪＴ－Ｔ４３２に示す２つのイベントから構成される。

　　　　　　　ＤＴＡＭユーザ　　　　　ＤＴＡＭ提供者　　　　　ＤＴＡＭユーザ

　   Ｄ－Ｐ－ＡＢＯＲＴ指示                       　　　　    Ｄ－Ｐ－ＡＢＯＲＴ指示

図９－３／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－Ｐ－ＡＢＯＲＴサービス・イベント

　　　　　　　　　　（ITU-T T.432)

９.3.1　Ｄ－Ｐ－ＡＢＯＲＴサービス・パラメータ

　Ｄ－Ｐ－ＡＢＯＲＴサービスは、パラメータを持たない。
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9.4 Ｄ－Ｕ－ＡＢＯＲＴサービス

Ｄ－Ｕ－ＡＢＯＲＴサービスは、ＤＴＡＭユーザがアプリケーション・アソシエーションを中断するこ

とを可能とする。強制終了はいずれのＤＴＡＭユーザからも要求できる。

本サービスは、非確認サービスである。

関連のサービス構造は、図９－４／ＪＴ－Ｔ４３２に示す２つのイベントから構成される。

                  ＤＴＡＭ            ＤＴＡＭ            　　  ＤＴＡＭ

                    ユーザ              提供者            　　    ユーザ

       Ｄ－Ｕ－ＡＢＯＲＴ要求

　　　　                                                    Ｄ－Ｕ－ＡＢＯＲＴ指示

図９－４／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－Ｕ－ＡＢＯＲＴサービス・イベント

　　　　　　　　　　 (ITU-T　T.432)

9.4.1 Ｄ－Ｕ－ＡＢＯＲＴサービス・パラメータ

　Ｄ－Ｕ－ＡＢＯＲＴのパラメータを、表９－４／ＪＴ－Ｔ４３２に示す。

表９－４／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－Ｕ－ＡＢＯＲＴサービス・パラメータ

　　　　　　　　　　 (ITU-T　T.432)

パラメータ Ｄ－Ｕ－ＡＢＯＲＴ

要　　求

Ｄ－Ｕ－ＡＢＯＲＴ

指　　示

・ユーザ情報 Ｕ Ｃ（＝）

　　　　　　　　・　：本パラメータは透過モードには適用しない。

　　　　　　　　（注）表中で用いられる文字の意味は、４節で与えられる。

9.4.1.1 ユーザ情報

　これはアプリケーション・アソシエーションの中断に関連したユーザ情報である。

9.5 Ｄ－ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹサービス

　本サービスは、ドキュメント伝送手順の範囲外で利用される。

　単一アソシエーション内におけるＤ－ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹサービスの複数利用は許容される。

　関連のサービス構造は、図９－５／ＪＴ－Ｔ４３２に示す４つのイベントから構成される。
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　　　　　　　ＤＴＡＭ　　　　　　　　　ＤＴＡＭ　　　　　　　　　ＤＴＡＭ

　　　　　　　　ユーザ　　　　　　　　　　提供者　　　　　　　　　　ユーザ

　　　Ｄ－ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹ

　　　    要  求               　　　　　　                 Ｄ－ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹ

　　　                                                              指  示

　　　Ｄ－ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹ

　　　     確  認                   　　　　　　            Ｄ－ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹ

　　　                                                              応  答

図９－５／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹサービス・イベント

　　　　　　　　　(ITU-T　T.432)

9.5.1 Ｄ－ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹサービス・パラメータ

　Ｄ－ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹサービス・パラメータを、表９－５／ＪＴ－Ｔ４３２に示す。

9.5.1.1 アプリケーション能力

　要求側ＤＴＡＭユーザ（要求者：ドキュメントまたは他のデータの送信者）が応答側ＤＴＡＭユーザに

要求するアプリケーション能力パラメータは受信アプリケーション能力リストを指示する。

　アプリケーション能力は次の２つのグループのパラメータから構成される。

9.5.1.1.1 ＯＤＡアプリケーション能力

9.5.1.1.1.1 ドキュメント・アプリケーション・プロファイル

　本パラメータは、要求側ＤＴＡＭユーザが応答側ＤＴＡＭユーザに要求するドキュメント・アプリケー

ション・プロファイルを指定する。

本パラメータの値はＩＴＵ－Ｔ及びまたはＩＳＯで定義されるドキュメント・アプリケーション・プロ

ファイルを扱う能力の任意の組み合わせである。

（注）ＩＴＵ－Ｔでは、ドキュメント・アプリケーション・プロファイルはＴ．５００シリーズの勧告と

して定義されている。

9.5.1.1.1.2 ドキュメント・アーキテクチャ・クラス

　本パラメータは、要求側ＤＴＡＭユーザが応答側ＤＴＡＭユーザに要求するドキュメント・アーキテク

チャ・クラスを指定する。このパラメータは、透過モードでのみ存在する。

　本パラメータの値は、

　（１）フォーマット化

　である。

9.5.1.1.1.3 非基本ドキュメント特性

　本パラメータは、要求側ＤＴＡＭユーザが応答側ＤＴＡＭユーザに要求する非基本ドキュメント特性を

指定する。このパラメータで記述される属性及び値は、該当するドキュメント・アプリケーション・プロ
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ファイルで許されるものに制限される。

　本パラメータのフォーマットは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ.4１４で定義されている。

9.5.1.1.1.4 非基本構造特性

　本パラメータは、要求側ＤＴＡＭユーザが応答側ＤＴＡＭユーザに要求する非基本構造特性を指定する。

このパラメータで記述される属性及び値は該当するドキュメント・アプリケーション・プロファイルで許

されるものに制限される。

　本パラメータのフォーマットは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ.4１４で定義されている。

9.5.1.1.1.5 オペレーショナル・アプリケーション・プロファイル

　オペレーショナル・アプリケーション・プロファイルの詳細な定義は、継続検討とする。

9.5.1.1.1.6 付加ドキュメント特性

　本パラメータは本パラメータの送信側が受信能力として利用可能な付加ドキュメント特性を指定する。

このパラメータで記述される属性及び値は該当するドキュメント・アプリケーション・プロファイルで許

されるものに制限される。本パラメータの値は、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．４１４で定義されている。

9.5.1.1.2 ファイル転送能力

　本パラメータは本パラメータの送信側が受信能力として利用可能なファイル転送能力を指定する。この

パラメータは、ノーマルモードと透過モードの両方に存在する。このパラメータの値は、以下に示すうち

の１つである。

　（１）ＢＦＴ（バイナリファイル転送）能力

　　　　この値は、ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｔ４３４の仕様に基づいて符号化されたファイルを受信する能力を

示す。

　（２）透過データ能力

　　　　この値は、送信側が完全透過に転送されるデータを受け入れる（受信動作時）準備ができている

ことを示す。

　（３）ＤＴＭ（ドキュメント転送モード）能力

　　　　この値は、ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｔ５６３で規定されているＤＴＭ符号化規則に基づいて符号化され

たＢＦＴファイル（ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｔ４３４で規定）を受信する能力を示す。

　（４）ＥＤＩＦＡＣＴ能力

　　　　この値は、ＩＳＯ／ＩＥＣ標準９７３５で規定されているＥＤＩＦＡＣＴフォーマットに基づい

て符号化されたファイルを受信する能力を示す。

9.5.1.1.3 私用能力

この値は私用の値のための能力を指示する。ＤＴＡＭ－ＰＭは、本パラメータの内容を関知しない。こ

の値は透過モードで使用される。

9.5.1.2 能力結果

　本結果パラメータは次の一項目を含む。

　（１）全ての要求能力はＤＴＡＭ応答側利用できるという確認

　（２）ＤＴＡＭ応答側で利用できる要求の能力のリスト

　（３）非基本受信能力の完全なリスト
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　（４）拡張能力はＤＴＡＭ応答側で利用できないという指示、または起動側が要求する能力はどれも利

用できないという指示

9.5.1.3 ユーザ情報

本パラメータは能力に関連したユーザ情報である。

表９－５／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹサービス・パラメータ

　　　　　　　　　(ITU-T　T. 432)

          パラメータ

D-

CAPABILITY

要　　  求

D-

CAPABILITY

指 　　 示

D-

CAPABILITY

応  　　答

D-

CAPABILITY

確　　  認

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ能力

 ODA ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ能力

  ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ･ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ･ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ

＊ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ･ｱｰｷﾃｸﾁｬ･ｸﾗｽ

  非基本ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ特性

  非基本構造特性

・ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ･ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ･ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ

付加ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ特性

ﾌｧｲﾙ転送能力

＊私用能力

・能力結果

・ﾕｰｻﾞ情報

Ｕ

Ｕ

Ｕ

Ｕ

Ｕ

Ｕ

Ｕ

Ｕ

Ｕ

C(=)

C(=)

C(=)

C(=)

C(=)

C(=)

C(=)

C(=)

C(=)

Ｕ

Ｕ

Ｕ

Ｕ

Ｕ

Ｕ

Ｕ

Ｕ

Ｍ

Ｕ

C(=)

C(=)

C(=)

C(=)

C(=)

C(=)

C(=)

C(=)

M(=)

C(=)

　　・　：本パラメータは透過モードでは存在しない。

　　＊　：本パラメータは透過モードでのみ存在する。

　　（注）表中で用いられる文字の意味は、４節で与えられる。

9.6 Ｄ－ＴＲＡＮＳＦＥＲサービス

　Ｄ－ＴＲＡＮＳＦＥＲサービスは、ＯＤＡやオペレーショナル構造を含むドキュメントやファイルを遠

隔ＤＴＡＭユーザに運ぶために使用されるドキュメントバルク転送をサポートする。

　Ｄ－ＴＲＡＮＳＦＥＲサービスの要求者はデータトークンを持っていなければならない。

　ＤＴＡＭノーマルモードでは、高信頼性転送がＲＴＳＥの使用により行われる。

　ＤＴＡＭ透過モードでは、ＤＴＡＭサービス提供者がドキュメントの高信頼性転送を行うが、問題が生

じた際には、転送を中断し、ユーザに転送が完了されなかった旨を指示する。ユーザは適切なパラメータ

でＤ－ＴＲＡＮＳＦＥＲ要求プリミティブを使用することで、新しい伝送を始める責任をもつ。

　関連したサービス構造は、図９－６／ＪＴ－Ｔ４３２に表したように３つのイベントからなる。
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　　　　　　　　　　　　ＤＴＡＭ　　　　　　ＤＴＡＭ　　　　　　　ＤＴＡＭ

 　                       ユーザ              提供者                ユーザ

        Ｄ－ＴＲＡＮＳＦＥＲ要求

                                                                Ｄ－ＴＲＡＮＳＦＥＲ指示

        Ｄ－ＴＲＡＮＳＦＥＲ確認

図９－６／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－ＴＲＡＮＳＦＥＲサービス・イベント

　　　　　　　　　　(ITU-T　T.432)

9.6.1 Ｄ－ＴＲＡＮＳＦＥＲサービスパラメータ

　Ｄ－ＴＲＡＮＳＦＥＲサービスパラメータを表９－６／ＪＴ－Ｔ４３２に示す。

表９－６／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－ＴＲＡＮＳＦＥＲサービスパラメータ

（注５）

パラメータ D-TRANSFER 要求 D-TRANSFER 指示 D-TRANSFER 確認

  ドキュメント情報

・転送時間

＊ドキュメント情報タイプ

＊ドキュメント参照情報

＊同期点

  結  果

＊チェックポイント値

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｃ（注２）

Ｍ

Ｃ（注１）

Ｃ

Ｍ

Ｃ（注４）

Ｃ（＝）

Ｍ

Ｃ（注３）

Ｍ

Ｍ

　・　本パラメータは透過モードに適用しない。

　＊　本パラメータは透過モードにのみ適用する。

（注１）Ｄ－ＴＲＡＮＳＦＥＲ手順の成功の場合には必須である。

（注２）ドキュメント情報タイプが“同期点からのドキュメント転送”の値の時には必須である。

（注３）９．６．１．５節（３）参照。

（注４）Ｄ－ＴＲＡＮＳＦＥＲ指示における本パラメータの使用は、継続検討とする。

（注５）表中で用いられる文字の意味は、４節で与えられる。

9.6.1.1 ドキュメント情報

　ドキュメント情報は、ＯＤＡドキュメントまたは他のタイプのデータを含むファイルからなる。ＯＤＡ

ドキュメントは、有効なドキュメントアプリケーションプロファイル及びオペレーショナルアプリケーシ

ョンプロファイルに従って、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ.4１５、Ｔ.4４１及びＴ.5４１で定義されたタイプの中の
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１つ以上の“交換データ要素”からなる。

　ＲＴＳＥを使用する場合、ＡＳＮ．１エクスターナルタイプの範囲内でドキュメント情報を伝送するた

めに、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｘ．２１８により、単一のＡＳＮ．１データタイプが要求される。

（注）ＯＤＡドキュメントがＲＴＳＥを用いて転送される場合（ＤＴＡＭノーマルモード）には、ＩＴＵ

－Ｔ勧告Ｔ．４１５の５．１節に記述された規則が適用され、ドキュメント情報は交換データ要素

のＡＳＮ．１順序列として符号化される。

9.6.1.2 転送時間

　本パラメータは、ＤＴＡＭ提供者が他のＤＴＡＭユーザに対して、ドキュメント情報を首尾よく転送す

べき時間を定義する。本パラメータは、必須のパラメータとしてＤＴＡＭノーマルモードでのみ使用し、

Ｄ－ＴＲＡＮＳＦＥＲサービス要求者が設定すべきである。

　本パラメータがなければ、確立されたＤＴＡＭアプリケーションアソシエーションは、ＤＴＡＭ透過モ

ードのもとで実行されることを示す。

9.6.1.3 ドキュメント情報タイプ

　本パラメータは、ＤＴＡＭ透過モードによってのみ使用される。それは、使用するプリミティブにより

異なった値をとる。

　（１）Ｄ－ＴＲＡＮＳＦＥＲ要求では、以下の値のうちの１つをとる。

　　　 (a)　“開始時からのドキュメント転送”

　　　 (b)　“同期点からのドキュメント転送”

　　　 パラメータが後者の値をとるとき、対応する同期点の値はパラメータ“同期点”で与えられる。

（９．６．１．５節参照）

　（２）Ｄ－ＴＲＡＮＳＦＥＲ指示または確認では、以下の値のうちの１つをとる。

　　　 (a)　“転送完了”

　　　 (b)　“転送不完了”

　　　 パラメータが後者の値をとるとき、最後に確認した同期点の値はパラメータ“同期点”で与えら

れる。（９．６．１．５節参照）

（注）論理インタフェースの観点から、ドキュメントの再伝送のためには、完全なドキュメントがＤ－Ｔ

ＲＡＮＳＦＥＲサービスを用いてＤＴＡＭ－ＰＭに渡されると考えられる。ＤＴＡＭ－ＰＭは、最

初の送信と同様の方法でチェックポイントを配置すると考えられる。

9.6.1.4 ドキュメント参照情報

　本パラメータは、Ｄ－ＴＲＡＮＳＦＥＲサービスにおいてドキュメントを一意に識別する。本パラメー

タの値は十進数で指定し、必ずしもその必要がないが００１から始められる。値は、それぞれ成功したド

キュメント送信毎に１つずつ連続的に増加する。本パラメータは、ドキュメントを送信するＤＴＡＭユー

ザが全てのドキュメントに対して割当てる。

　ドキュメント交換を一意に識別するために、本パラメータの同じ値がアプリケーションアソシエーショ

ンに現れないことが望まれる。本パラメータは、ＤＴＡＭ透過モードでのみ使用する。
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9.6.1.5 同期点

　本パラメータは、サービスプリミティブによって異なった意味を持つ。

　（１）Ｄ－ＴＲＡＮＳＦＥＲ要求では、起動側が再伝送しようとするところの小同期点番号を示す。こ

れは、パラメータドキュメント情報タイプの値“同期点からのドキュメント転送”とともに使用す

る。

　（２）Ｄ－ＴＲＡＮＳＦＥＲ指示では、最後に確認された小同期点番号を示す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（継続検討）

　（３）Ｄ－ＴＲＡＮＳＦＥＲ確認では、最後に確認された小同期点番号を示す。パラメータドキュメン

ト情報タイプの値“転送不完了”とともに使用する。ドキュメント転送中に同期が確認されなけれ

ば、本パラメータは存在しない。

　　　本パラメータは、ＤＴＡＭ透過モードでのみ使用する。

9.6.1.6 結　果

　本パラメータは、以下のように転送の結果を規定する。

　（１）ドキュメント情報転送完了（肯定確認）

　　　　情報は、受信側ＤＴＡＭ提供者に転送され、保存された（両方のＤＴＡＭモードで使用する）。

　（２）ドキュメント情報転送未完了（否定確認）

　　　　ドキュメント情報が規定転送時間内に転送できなかった（ＤＴＡＭノーマルモードでのみ使用す

る）。

　（３）ドキュメント情報転送不完全（否定確認）

　　　　パラメータの値“ドキュメント情報タイプ”で表されるようなドキュメントの一部を残したまま、

ドキュメント情報が完全には転送できなかった（ＤＴＡＭ透過モードで使用）。本パラメータの指

示により、要求側のＤＴＡＭユーザはドキュメントの残りの部分から転送を再開始する結果となる。

　（４）ドキュメント情報継続不可能（否定確認）

　　　　この値は、ドキュメント連結情報が、送信側や受信側で利用できないときに使用する（ＤＴＡＭ

透過モードで使用する）。本パラメータの指示により、要求側のＤＴＡＭユーザはドキュメント全

体の再送を試みる結果となる。

　　　本パラメータは、ＤＴＡＭ提供者が設定しなければならない。

9.6.1.7 チェックポイント値

　ＤＴＡＭ透過モードでは、チェックポイントを入れる場所はＤＴＡＭユーザに指示されたＩＤＥの数に

関係している。チェックポイントは、それぞれのセグメントの終わりにあり、セグメントはユーザにより

指示された数のＩＤＥで構成されている。最後のセグメントのＩＤＥの数のみ指示された数に等しいか、

それよりも少ない。

　この場合、本パラメータはセグメントを構成するＩＤＥの数を規定する。

　（注）ドキュメントプロファイル及びドキュメントルートのＩＤＥを数えないアプリケーションもある。

異なったファイル転送の形式の１つが、ＤＴＡＭ透過モードで実行されるなら、チェックポイントを入

れる場所は、ＤＴＡＭユーザによって指示されたセグメントサイズに関係する。
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　チェックポイントは、それぞれのセグメントの終わりにあり、セグメントはユーザにより指示されたサ

イズ分のデータで構成される。

本パラメータは、セグメントのサイズを規定している。本パラメータの値は０より大きい整数で、１０

２４オクテットの倍数を意味する。０の値はチェックポイントを用いないことを示す。もし本パラメータ

が存在しないなら、チェックポイント値を０とする。

（注１）最後のセグメントサイズのみ指示されたセグメントサイズに等しいか、それよりも少ない。

（注２）例として、値が２の場合は２０４８オクテットを意味する。

9.7 Ｄ－ＴＹＰＥＤ－ＤＡＴＡサービス

　タイプトデータ転送はデータトークンと無関係に使用し、必要なときに双方のＤＴＡＭユーザが発行で

きる。

　関連するサービス構造は、図９－７／ＪＴ－Ｔ４３２に表したように２つのイベントからなる。

　　　     ＤＴＡＭユーザ　　　　         ＤＴＡＭ          ＤＴＡＭユーザ

                                            提供者

   Ｄ－ＴＹＰＥＤ－ＤＡＴＡ要求

                                                            Ｄ－ＴＹＰＥＤ－ＤＡＴＡ指示

図９－７／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－ＴＹＰＥＤ－ＤＡＴＡサービスイベント

　　　　　　　　　(ITU-T　T.432)

9.7.1 Ｄ－ＴＹＰＥＤ－ＤＡＴＡサービスパラメータ

　Ｄ－ＴＹＰＥＤ－ＤＡＴＡのパラメータを表９－７／ＪＴ－Ｔ４３２に示す。

表９－７／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－ＴＹＰＥＤ－ＤＡＴＡサービスパラメータ

　　　　　　　　　(ITU-T　T.432)

パラメータ D-TYPED-DATA 要求 D-TYPED-DATA 指示

ＴＹＰＥＤ－ＤＡＴＡ情報 Ｍ Ｍ（＝）

　　（注）表中で用いられる文字の意味は、４節で与えられる。

9.7.1.1 タイプトデータ情報

　タイプトデータ情報は以下の文字列から選ぶ。

　（１）NumericString

　（２）PrintableString
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　（３）TeletexString

　（４）VideotexString

　（５）VisibleString

　（６）OctetString

　（７）IA5String

　（８）GraphicString

9.8 Ｄ－ＵＮＣＯＮＦＩＲＭＥＤ－ＣＲＥＡＴＥサービス

　ドキュメント作成動作手順は、ドキュメント操作の要求側が、作成操作の確認なしに、ＯＤＡおよび／

またはオペレーショナル構造の構成要素をドキュメントに加えるのに使用する。

　関連するサービス構造は、図９－８／ＪＴ－Ｔ４３２に表したように２つのイベントからなる。

         ＤＴＡＭユーザ                  ＤＴＡＭ           ＤＴＡＭユーザ

                                            提供者

         Ｄ－ＣＲＥＡＴＥ要求

                                                            Ｄ－ＣＲＥＡＴＥ指示

図９－８／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－ＵＮＣＯＮＦＩＲＭＥＤ－ＣＲＥＡＴＥ

　　　　　　　　　　(ITU-T　T.432)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サービスイベント

9.8.1 Ｄ－ＵＮＣＯＮＦＩＲＭＥＤ－ＣＲＥＡＴＥサービスパラメータ

　Ｄ－ＣＲＥＡＴＥサービスパラメータを表９－８／ＪＴ－Ｔ４３２に示す。

表９－８／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－ＵＮＣＯＮＦＩＲＭＥＤーＣＲＥＡＴＥサービスパラメータ

　　　　　(ITU-T　T.432)

パラメータ D-CREATE 要求 D-CREATE 指示

作成情報 Ｍ Ｍ（＝）

　　（注）表中で用いられる文字の意味は、４節で与えられる。

9.8.1.1 作成情報

　本パラメータは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ.4１２とＴ.4４１に定義された、上位オブジェクトまたはクラス識

別子とオブジェクトのシーケンスのシーケンスからなる。

9.9 Ｄ－ＵＮＣＯＮＦＩＲＭＥＤ－ＤＥＬＥＴＥサービス

　ドキュメント削除動作手順は、ドキュメント操作の要求側が、削除操作の確認なしに、存在しているド
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キュメントのＯＤＡおよび／またはオペレーショナル構造の構成要素を削除するのに使用する。

　関連するサービス構造は、図９－９／ＪＴ－Ｔ４３２に表したように２つのイベントからなる。

    ＤＴＡＭユーザ                       ＤＴＡＭ          　ＤＴＡＭユーザ

                                           提供者

    Ｄ－ＤＥＬＥＴＥ要求

                                                           　Ｄ－ＤＥＬＥＴＥ指示

図９－９／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－ＵＮＣＯＮＦＩＲＭＥＤ－ＤＥＬＥＴＥサービスイベント

　　　　　　(ITU-T　T.432)

9.9.1 Ｄ－ＵＮＣＯＮＦＩＲＭＥＤ－ＤＥＬＥＴＥサービスパラメータ

　Ｄ－ＤＥＬＥＴＥサービスパラメータを表９－９／ＪＴ－Ｔ４３２に示す。

表９－９／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－ＵＮＣＯＮＦＩＲＭＥＤーＤＥＬＥＴＥサービスパラメータ

　　　　　　(ITU-T　T.432)

パラメータ D-DELETE 要求 D-DELETE 指示

削除情報 Ｍ Ｍ（＝）

　（注）表中で用いられる文字の意味は、４節で与えられる。

9.9.1.1 削除情報

　本パラメータは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ.4１２とＴ.4４１に定義された、オブジェクトまたはクラス識別子、

コンテントポーション識別子、オペレーショナル情報識別子のシーケンスからなる。

9.10　Ｄ－ＵＮＣＯＮＦＩＲＭＥＤ－ＭＯＤＩＦＹサービス

　ドキュメント修正操作手続きは、ドキュメント操作の要求側が、修正操作の確認なしに、現存するドキ

ュメントのＯＤＡおよび／またはオペレーショナル構造の構成要素の属性を修正するのに使用する。関連

するサービス構造は、図９－１０／ＪＴ－Ｔ４３２に図示するように、２つのイベントから成る。
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                ＤＴＡＭユーザ          ＤＴＡＭ            ＤＴＡＭユーザ

                                          提供者

         Ｄ－ＭＯＤＩＦＹ要求

　                                                          Ｄ－ＭＯＤＩＦＹ指示

図９－１０／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－ＵＮＣＯＮＦＩＲＭＥＤ－ＭＯＤＩＦＹサービスイベント

　　　　　　(ITU-T　T.432)

9.10.1　Ｄ－ＵＮＣＯＮＦＩＲＭＥＤ－ＭＯＤＩＦＹサービスパラメータ

　表９－１０／JT-T432 にＤ－ＭＯＤＩＦＹサービスのパラメータを示す。

表９－１０／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－ＵＮＣＯＮＦＩＲＭＥＤ－ＭＯＤＩＦＹサービスパラメータ

　　　　　(ITU-T　T.432)

パラメータ Ｄ－ＭＯＤＩＦＹ要求 Ｄ－ＭＯＤＩＦＹ指示

修正情報 Ｍ Ｍ(=)

（注）表中で用いられる文字の意味は、４節で与えられる。

9.10.1.1　修正情報

本パラメータは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ.4１２及びＴ.4４１で定義された当該オブジェクトまたはクラス識

別子とオブジェクトのシーケンスのシーケンスである。

9.11　Ｄ－ＵＮＣＯＮＦＩＲＭＥＤ－ＣＡＬＬサービス

　本手続きは、ＤＴＡＭプロトコルデータユニットのシーケンス（Ｄ－ＣＲＥＡＴＥ、Ｄ－ＤＥＬＥＴＥ、

Ｄ－ＭＯＤＩＦＹだけがこのシーケンス中に出現可能）を含むオペレーショナル構造のオブジェクトを呼

び出したり、読み出すのに使用する。これらのプロトコルデータユニットは現存するドキュメントに適用

可能である。

　関連するサービス構造は、図９－１１／ＪＴ－Ｔ４３２に図示するように、２つのイベントから成る。

             ＤＴＡＭユーザ            ＤＴＡＭ             ＤＴＡＭユーザ

                                          提供者

             Ｄ－ＣＡＬＬ要求

                                                            Ｄ－ＣＡＬＬ指示

図９－１１／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－ＣＡＬＬサービスイベント

　　　　　　　　　　　　(ITU-T　T.432)
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9.11.1　Ｄ－ＵＮＣＯＮＦＩＲＭＥＤ－ＣＡＬＬサービスパラメータ

　表９－１１／ＪＴ－Ｔ４３２にＤ－ＣＡＬＬサービスのパラメータを示す。

表９－１１／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－ＵＮＣＯＮＦＩＲＭＥＤ－ＣＡＬＬサービスパラメータ

　　　　　　 (ITU-T  T.432) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

パラメータ Ｄ－ＣＡＬＬ要求 Ｄ－ＣＡＬＬ指示

コール情報 Ｍ Ｍ(=)

（注）表中で用いられる文字の意味は、４節で与えられる。

9.11.1.1　コール情報

本パラメータは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ.4４１で定義される現在のオブジェクト識別子のの選択のシーケン

スである。

9.12　Ｄ－ＵＮＣＯＮＦＩＲＭＥＤ－ＲＥＢＵＩＬＤサービス

　本手続きは、ＯＤＡおよび／またはオペレーショナル構造のオブジェクト（と、もしあれば、そのオブ

ジェクトのすべての下位要素）を削除し、その直後にオブジェクトを生成し、そのオブジェクトの属性を

Ｄ－ＲＥＢＵＩＬＤ操作で運ばれた値に更新するのに使用する。

　本サービスは継続検討とする。

9.13　Ｄ－ＴＯＫＥＮ－ＧＩＶＥサービス

　トークン譲渡手続きは、送信側（要求側）がドキュメントを操作する権利を受信側（応答側）に与えた

い場合に、データトークンを与えるのに送信側が使用する。

　要求側が受信側になり、応答側が送信側になる。関連するサービス構造は、図９－１２／ＪＴ－Ｔ４３

２に図示するように、２つのイベントから成る。

              ＤＴＡＭユーザ            ＤＴＡＭ            ＤＴＡＭユーザ

                                          提供者

              Ｄ－ＴＯＫＥＮ

                －ＧＩＶＥ要求                              Ｄ－ＴＯＫＥＮ

                                                              －ＧＩＶＥ指示

図９－１２／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－ＴＯＫＥＮ－ＧＩＶＥサービスイベント

　　　　　　　　　(ITU-T　T.432)

9.13.1　Ｄ－ＴＯＫＥＮ－ＧＩＶＥサービスパラメータ

　Ｄ－ＴＯＫＥＮ－ＧＩＶＥサービスはパラメータを持たない。
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9.14　Ｄ－ＣＯＮＴＲＯＬ－ＧＩＶＥサービス

　制御譲渡手続きは、送信側（要求側）が、すべてのトークンを受信側（応答側）に与えるために使用す

る。本サービスは、ドキュメントバルク転送機能単位が選択され、要求側がすべてのトークンを持ってい

る場合にのみ要求可能である。要求側は受信側になり応答側は送信側となる。関連するサービス構造は、

図９－１３／ＪＴ－Ｔ４３２に図示するように、２つのイベントから成る。

              ＤＴＡＭユーザ            ＤＴＡＭ            ＤＴＡＭユーザ

                                          提供者

          Ｄ－ＣＯＮＴＲＯＬ

                －ＧＩＶＥ要求                              Ｄ－ＣＯＮＴＲＯＬ

                                                              －ＧＩＶＥ指示

図９－１３／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－ＣＯＮＴＲＯＬ－ＧＩＶＥサービスイベント

　　　　　　　　　(ITU-T　T.432)

9.14.1　Ｄ－ＣＯＮＴＲＯＬ－ＧＩＶＥサービスパラメータ

　Ｄ－ＣＯＮＴＲＯＬ－ＧＩＶＥサービスはパラメータを持たない。

9.15　Ｄ－ＴＯＫＥＮ－ＰＬＥＡＳＥサービス

　トークン要求手続きは、受信側（要求側）がドキュメントを転送したり、操作する権利を要求したい場

合に、送信側（応答側）にデータトークンを要求するために受信側が使用する。

（注）ＤＴＡＭユーザは、Ｄ－ＴＯＫＥＮ－ＰＬＥＡＳＥ指示を受けたとしても、要求されたトークンを

必ずしも譲渡する必要はない。

　関連するサービス構造は、図９－１４／ＪＴ－Ｔ４３２に図示するように、２つのイベントから成る。

            ＤＴＡＭユーザ              ＤＴＡＭ              ＤＴＡＭユーザ

                                          提供者

            Ｄ－ＴＯＫＥＮ－

            ＰＬＥＡＳＥ要求                                Ｄ－ＴＯＫＥＮ－

                                                            ＰＬＥＡＳＥ指示

図９－１４／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－ＴＯＫＥＮ－ＰＬＥＡＳＥサービスイベント

　　　　　　　　　(ITU-T　T.432)
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9.15.1　Ｄ－ＴＯＫＥＮ－ＰＬＥＡＳＥサービスパラメータ

　表９－１２／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－ＴＯＫＥＮ－ＰＬＥＡＳＥサービスのパラメータを示す。

表９－１２／ＪＴ－Ｔ４３２　Ｄ－ＴＯＫＥＮ－ＰＬＥＡＳＥサービスパラメータ

　　　　　　　　　(ITU-T T.432)

パラメータ Ｄ－ＴＯＫＥＮ－

  ＰＬＥＡＳＥ要求

Ｄ－ＴＯＫＥＮ－

  ＰＬＥＡＳＥ指示

トークン優先順位 Ｕ Ｃ(=)

（注）表中で用いられる文字の意味は、４節で与えられる。

9.15.1.1　トークン優先順位

　本パラメータは、Ｄ－ＴＯＫＥＮ－ＰＬＥＡＳＥサービスの要求側が実行したいと思うデータトークン

で管理される動作の優先順位を定義する。優先順位はＤＴＡＭユーザの動作に割り当てられている。本パ

ラメータの供給値は転送を待っている最も高い優先順位のＡＰＤＵを反映している。優先順位ゼロは、最

も高い優先順位でイニシエータによるアソシエーションを解放する動作のために予約されている。優先順

位１は、高い優先順位ドキュメントに割り当てられている。優先順位２は、ノーマルな優先順位ドキュメ

ントに割り当てられている。優先順位３は、低い優先順位ドキュメントに割り当てられている。本パラメ

ータはＤ－ＴＯＫＥＮ－ＰＬＥＡＳＥサービスの要求側が供給しなければならない。

　（注）ＤＴＡＭ透過モードの場合には、このパラメータは使用しない。

9.16　Ｄ－Ｐ－ＥＸＣＥＰＴＩＯＮ－ＲＥＰＯＲＴサービス

　提供者例外報告サービスは、他のサービスではカバーできない予期せぬ状態をＤＴＡＭユーザに通知す

ることを可能にする。詳細は継続検討とする。

9.17　Ｄ－Ｕ－ＥＸＣＥＰＴＩＯＮ－ＲＥＰＯＲＴサービス

ユーザ例外報告サービスは、ＤＴＡＭユーザが例外状態を報告することを可能にする。

本サービスの詳細な定義は継続検討とする。




	　　



